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ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例の一部を改正する条例 

ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例(平成22年ニセコ町条例第23号)の一部を

次のように改正する。 

第7条第1項中「平成32年」を「令和4年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


